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報告第 4 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、浜田市税条例の一部を改正する

条例について専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市税条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 3 月 31 日 専決 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市税条例の一部を改正する条例 

 

浜田市税条例（平成 17 年浜田市条例第 67 号）の一部を次のように改正す

る。 

第 18 条の 3 中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 19 条中「、第 81 条の 6 第 1 項」を削り、同条第 2 号及び第 3 号中「第

81 条の 6 第 1 項の申告書、」を削る。 

第 33 条第 3 項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、

「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を

加える。 

第 34 条の 7 第 2 項中「附則第 5 条の 6 第 2 項」を「附則第 5 条の 6 第 3 項

又は第 4 項」に改める。 

第 36 条の 2 第 1 項ただし書中「及び第 36 条の 3 の 3 第 1 項」を「並びに

第 36 条の 3 の 3 第 1 項及び第 2 項第 4 号」に改める。 

第 36 条の 3 の 2 第 1 項第 2 号中「除き、」を「除く。次条第 1 項第 2 号に

おいて同じ。）（」に改め、「。次条第 1 項において同じ」を削り、同条第 5 項

中「次条第 4 項」を「次条第 5 項」に改める。 

第 36 条の 3 の 3 第 1 項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第 203 条の 6 第 1 項に規定する申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的

年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年

最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支

払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 所得税法第 203 条の 6 第 1 項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者 

⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第 203 条の 7 の規定の適用

を受けるものを除く。）の支払を受ける第 23 条第 1 項第 1 号に掲げる者

であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が 900 万円

以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額

が 95 万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第 3 号におい

て同じ。）（退職手当等（第 53 条の 2 に規定する退職手当等に限る。以下

この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年
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齢 16 歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得

を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が 85 万円以下であるものに限る。）を有する

者 

⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第 203 条の 7 の規定の適用

を受けるものに限る。）の支払を受ける第 23 条第 1 項第 1 号に掲げる者

（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当

該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第 48条の 9

の 7 の 3 に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若

しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢 16

歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得

金額が 85 万円以下であるものに限る。）を有する者 

第 36 条の 3 の 3 第 5 項中「第 3 項」を「第 4 項」に改め、同項を同条第 6

項とし、同条第 4 項中「第 48 条の 9 の 7 の 3」を「第 48 条の 9 の 8」に改

め、同項を同条第 5 項とし、同条第 3 項を同条第 4 項とし、同条第 2 項中「前

項」を「第 1 項」に、「法第 317 条の 3 の 3 第 1 項の規定による申告書に」を

「同条第 1 項の規定による申告書に」に、「法第 317 条の 3 の 3 第 1 項の規

定による申告書を提出する」を「同条第 1 項の規定による申告書を提出する」

に改め、同項を同条第 3 項とし、同条第 1 項の次に次の 1 項を加える。 

2  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。  

⑴ 公的年金等支払者の名称 

⑵ 公的年金等受給者が、法第 314 条の 2 第 1 項第 6 号に規定する特別障

害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する

事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

⑶ 特定配偶者の氏名 

⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名 

⑸ その他施行規則で定める事項 

第 63 条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては 20 万

円」を削り、「150 万円」を「180 万円」に改める。 

第 80 条第 1 項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第 80 条第 2 項を削り、同条第 3 項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、

第 1 項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽

自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでな
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い」に改め、同項を同条第 2 項とする。 

第 81 条第 1 項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保

している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を

課する。 

第 81 条第 2 項中「3 輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第 3 項

及び第 4 項を削る。 

第 81 条の 2 から第 81 条の 9 までを削る。 

第 81 条の 10（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同

条を第 81 条の 2 とする。 

第 81 条の 11（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同

条を第 81 条の 3 とする。 

第 82 条（見出しを含む。）、第 83 条の見出し並びに同条第 1 項及び第 2 項

並びに第 85 条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  

第 87 条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第 1 項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「第 33 号の 4 の 2 様式」を「第 33 号の 4 様式」

に改め、同条第 2 項及び第 3 項中「第 33 号の 4 の 2 様式」を「第 33 号の 4

様式」に改める。 

第 88 条の見出し並びに第 89 条の見出し及び同条第 1 項から第 3 項までの

規定中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 90 条の見出し並びに同条第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 5 項中「種別

割」を「軽自動車税」に改める。 

第 91 条第 2 項中「若しくは第 81 条の 10 又は第 80 条第 3 項ただし書」を

「若しくは第 81 条の 2 又は第 80 条第 2 項ただし書」に、「種別割」を「軽自

動車税」に改め、同条第 7 項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第 6 条中「から令和 9 年度まで」を「以後」に改める。 

附則第 7 条の 3 の前の見出し及び同条を削る。 

附則第 7 条の 3 の 2 に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別

税額控除）」を付し、同条第 1 項中「令和 20 年度」を「令和 25 年度」に、「居

住年が平成 11 年から平成 18 年まで又は」を「同法第 41 条第 1 項に規定す

る居住年が」に、「令和 7 年」を「令和 12 年」に、「において、前条第 1 項の

規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第 5 条の 4 の 2 第 5 項」

を「附則第 5 条の 4 第 5 項」に改め、同条第 2 項中「附則第 7 条の 3 の 2 第

1 項」を「附則第 7 条の 3 第 1 項」に改め、同条を附則第 7 条の 3 とする。 



5 

附則第 7 条の 4 中「附則第 5 条の 6 第 2 項」を「附則第 5 条の 6 第 3 項又

は第 4 項」に改める。 

附則第 8 条第 1 項中「令和 9 年度」を「令和 12 年度」に改め、同条第 2 項

中「、附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項」を削る。 

附則第 9 条の 2 中「附則第 7 条の 2 第 4 項」の次に「（法附則第 7 条の 3 第

3項又は第 4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。  

附則第 10 条の 2 第 3 項中「附則第 15 条第 14 項」を「附則第 15 条第 13

項」に改め、同条第 4 項中「附則第 15 条第 21 項」を「附則第 15 条第 20 項」

に改め、同条第 5 項中「附則第 15 条第 22 項第 1 号」を「附則第 15 条第 21

項第 1 号」に改め、同条第 6 項中「附則第 15 条第 22 項第 2 号」を「附則第

15 条第 21 項第 2 号」に改め、同条第 7 項中「附則第 15 条第 22 項第 3 号」

を「附則第 15 条第 21 項第 3 号」に改め、同条第 8 項中「附則第 15 条第 23

項第 1 号」を「附則第 15 条第 22 項第 1 号」に改め、同条第 9 項中「附則第

15 条第 23 項第 2 号」を「附則第 15 条第 22 項第 2 号」に改め、同条第 10 項

中「附則第 15 条第 25 項第 1 号イ」を「附則第 15 条第 24 項第 1 号イ」に、

「3 分の 2」を「2 分の 1」に改め、同条第 11 項中「附則第 15 条第 25 項第 1

号ロ」を「附則第 15 条第 24 項第 1 号ロ」に、「3 分の 2」を「2 分の 1」に改

め、同条第 12 項中「附則第 15 条第 25 項第 1 号ハ」を「附則第 15 条第 24 項

第 1 号ハ」に、「3 分の 2」を「2 分の 1」に改め、同条第 13 項中「附則第 15

条第 25 項第 1 号ニ」を「附則第 15 条第 24 項第 1 号ニ」に、「3 分の 2」を

「2 分の 1」に改め、同条第 14 項中「附則第 15 条第 25 項第 2 号」を「附則

第 15 条第 24 項第 2 号」に、「7 分の 6」を「5 分の 3」に改め、同条第 15 項

中「附則第 15 条第 25 項第 3 号イ」を「附則第 15 条第 24 項第 3 号イ」に、

「4 分の 3」を「3 分の 2」に改め、同条第 16 項中「附則第 15 条第 25 項第 3

号ロ」を「附則第 15 条第 24 項第 3 号ロ」に、「4 分の 3」を「3 分の 2」に改

め、同条第 17 項中「附則第 15 条第 25 項第 3 号ハ」を「附則第 15 条第 24 項

第 4 号」に改め、同条第 18 項から第 20 項までを削り、同条第 21 項中「附則

第 15 条第 28 項」を「附則第 15 条第 27 項」に改め、同項を同条第 18 項と

し、同条第 22 項中「附則第 15 条第 32 項」を「附則第 15 条第 31 項」に改

め、同項を同条第 19 項とし、同条第 23 項中「附則第 15 条第 36 項」を「附

則第 15 条第 35 項」に改め、同項を同条第 20 項とし、同条第 24 項中「附則

第 15 条第 37 項」を「附則第 15 条第 36 項」に改め、同項を同条第 21 項と

し、同条第 25 項中「附則第 15 条第 40 項」を「附則第 15 条第 39 項」に改

め、同項を同条第 22 項とし、同条第 26 項中「附則第 15 条第 41 項」を「附
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則第 15 条第 40 項」に改め、同項を同条第 23 項とし、同条中第 27 項を第 24

項とし、第 28 項を第 25 項とし、同条に次の 1 項を加える。 

26 法附則第 15 条の 11 第 1 項に規定する市町村の条例で定める割合は 3 分

の 1 とする。 

附則第 10 条の 3 第 7 項中「附則第 12 条第 16 項」を「附則第 12 条第 17

項」に改め、同条第 8 項中「附則第 12 条第 19 項」を「附則第 12 条第 20 項」

に改め、同条第 9 項第 4 号中「附則第 12 条第 23 項」を「附則第 12 条第 24

項」に改め、同項第 6 号中「附則第 12 条第 24 項」を「附則第 12 条第 25 項」

に改め、同条第 10 項第 5 号及び第 12 項第 5 号中「附則第 12 条第 31 項」を

「附則第 12 条第 32 項」に改め、同条第 15 項中「附則第 12 条第 19 項」を

「附則第 12 条第 20 項」に改め、同条第 16 項中「改修実演芸術公演施設」を

「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則（平成 18 年国土交通省令第 110 号）第 10 条第 2 項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成

24 年法律第 49 号）第 2 条第 2 項に規定する実演芸術の公演の用に供する施

設である」を「施行規則附則第 7 条の 2 第 1 項に規定する補助に係る補助金

確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成 18 年法律第 91 号）第 14 条第 1 項に規定する建築物移動等円滑化

基準（同条第 3 項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第 17 条第 3 項第

1 号に規定する同法第 2 条第 20 号に規定する建築物特定施設の構造及び配置

に関する基準に適合する」に改め、同項第 3 号を次のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成 18 年政令第 379 号）第 5 条各号に掲げる特別特定建築物（高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 14 条第 3 項の条

例で定める同法第 2 条第 18 号に規定する特定建築物を含む。）のいずれ

に該当するかの別 

附則第 15 条の 2 から第 15 条の 6 までを削る。 

附則第 16 条の見出し中「の種別割」を削り、同条第 1 項中「法第 444 条第

3 項に規定する」を「道路運送車両法第 60 条第 1 項後段の規定による」に、

「から第 4 項まで」を「及び第 3 項」に改め、「の種別割」を削り、同条第 2

項中「令和 4 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで」を「令和 7 年 4 月 1 日

から令和 10 年 3 月 31 日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第 3 項中

「法第 446 条第 1 項第 3 号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和

4 年 4 月 1 日」を「令和 7 年 4 月 1 日」に、「当該初回車両番号指定を受けた
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日の属する年度の翌年度分」を「令和 8 年度分」に改め、「の種別割」を削り、

同条第 4 項を削る。 

附則第 16 条の 2 の見出し中「の種別割」を削り、同条第 1 項中「の種別

割」を削り、「から第 4 項まで」を「又は第 3 項」に改め、同条第 2 項及び第

3 項中「の種別割」を削る。 

附則第 16 条の 3 第 3 項第 2 号、第 16 条の 4 第 3 項第 2 号及び第 17 条第 3

項第 2 号中「、附則第 7 条の 3 第 1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項」を

「及び附則第 7 条の 3 第 1 項」に改める。 

附則第 17 条の 2 第 1 項中「令和 8 年度」を「令和 11 年度」に改め、同条

第 2 項中「令和 8 年度」を「令和 11 年度」に、「附則第 34 条の 2 第 5 項」を

「附則第 34 条の 2 第 6 項」に、「附則第 34 条の 2 第 10 項」を「附則第 34 条

の 2 第 12 項」に改め、同条に次の 1 項を加える。 

4  第 1 項（第 2 項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、租税特別措置法第 31 条の 2 第 2 項第 13 号から第 15 号

までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡

をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和 33 年

法律第 30 号）第 3 条第 1 項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第 3 条第 1 項の急傾斜

地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 9 条第 1 項の土砂災害特別警戒区

域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号）第 56 条第 1

項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第 1 項又は

第 2 項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第 18 条第 5 項第 2 号及び第 19 条第 2 項第 2 号中「、附則第 7 条の 3

第 1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項」を「及び附則第 7 条の 3 第 1 項」に

改める。 

附則第 20 条第 2 項第 2 号中「、附則第 7 条の 3 第 1 項及び附則第 7 条の 3

の 2 第 1 項」を「及び附則第 7 条の 3 第 1 項」に改める。 

附則第 20 条の 2 第 2 項第 2 号及び第 5 項第 2 号並びに第 20 条の 3 第 2 項

第 2 号及び第 5 項第 2 号中「、第 7 条の 3 第 1 項及び第 7 条の 3 の 2 第 1 項」

を「及び第 7 条の 3 第 1 項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 
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第 1 条 この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第 36 条の 2 第 1 項ただし書、第 36 条の 3 の 2 及び第 36 条の 3 の 3

の改正規定並びに附則第 6 条の改正規定及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項

の改正規定（「令和 20 年度」を「令和 25 年度」に改める部分及び「令和

7 年」を「令和 12 年」に改める部分に限る。）並びに次条第 1 項及び第

2 項の規定 令和 9 年 1 月 1 日 

⑵ 第 63 条の改正規定及び附則第 3 条第 2 項の規定 令和 9 年 4 月 1 日 

⑶ 第 34 条の 7 第 2 項の改正規定並びに附則第 7 条の 4 の改正規定（「附

則第 5 条の 6 第 2 項」を「附則第 5 条の 6 第 3 項又は第 4 項」に改める

部分に限る。）、附則第 9 条の 2 の改正規定及び附則第 17 条の 2 の改正

規定（同条第 1 項及び第 2 項中「令和 8 年度」を「令和 11 年度」に改め

る部分を除く。）並びに次条第 4 項の規定 令和 10 年 1 月 1 日 

（市民税に関する経過措置） 

第 2 条 この条例による改正後の浜田市税条例（以下「新条例」という。）第

36 条の 3 の 3 第 1 項及び第 2 項の規定は、前条第 1 号に掲げる規定の施行

の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第 36 条

の 3 の 3 第 1 項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受け

るべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の浜田市税条

例第 36 条の 3 の 3 第 1 項の規定による申告書については、なお従前の例

による。 

2  前条第 1 号に掲げる規定による改正後の浜田市税条例附則第 7 条の 3 第

1 項及び第 2 項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和 8 年 1 月 1

日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 12 号。以下こ

の項において「所得税法等改正法」という。）第 7 条の規定による改正後の

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条第 1 項に規定する居住

用家屋（同条第 16 項の規定により同条第 1 項に規定する居住用家屋とみ

なされる同条第 16 項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住

宅（同条第 17 項の規定により同条第 1 項に規定する既存住宅とみなされ

る同条第 17 項に規定する特例既存住宅及び同条第 35 項の規定により同条

第 1 項に規定する既存住宅とみなされる同条第 35 項に規定する要耐震改

修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第 17 項の規定により

同条第 1 項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第 17 項に規

定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築
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等に係る部分に限る。）又は同条第 6 項に規定する認定住宅等（同条第 18

項の規定により同条第 6 項に規定する認定住宅等とみなされる同条第 18

項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第 1 項の定めるところによ

りその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税

義務者が同日前に所得税法等改正法第 7 条の規定による改正前の租税特別

措置法第 41 条第 1 項に規定する居住用家屋（同条第 20 項の規定により同

条第 1 項に規定する居住用家屋とみなされる同条第 20 項に規定する特例

居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第 35 項の規定により同条第

1 項に規定する既存住宅とみなされる同条第 35 項に規定する要耐震改修

住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限

る。）又は同条第 10 項に規定する認定住宅等（同条第 21 項の規定により同

条第 10 項に規定する認定住宅等とみなされる同条第 21 項に規定する特例

認定住宅等を含む。）を同条第 1 項の定めるところによりその者の居住の

用に供した場合については、なお従前の例による。 

3  新条例附則第 17 条の 2 第 4 項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が前条第 3 号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第 17 条の 2

第 1 項の土地等の譲渡について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第 3 条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和 8 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 7 年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2  新条例第 63 条の規定は、令和 9 年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和 8 年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

3  令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 2 号）第 1 条の規定に

よる改正前の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。次項において「旧法」と

いう。）附則第 15 条第 25 項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

4  平成 30 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に旧法附則第 15 条

の 11 第 1 項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する

改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 
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第 4 条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和 8 年度以後の年度

分の軽自動車税について適用する。 

2  この条例の施行の日前の 3 輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自

動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

3  令和 7 年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の

例による。 

（浜田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第 5 条 浜田市税条例等の一部を改正する条例（平成 26 年浜田市条例第 24

号）の一部を次のように改正する。 

附則第 6 条中「の種別割」を削る。 

 

 



 

報告第 5 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、議会の議決を経て締結した工事

請負契約の契約金額の変更について専決処分したので、同条第 2 項の規定に

より報告する。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 



 

   工事請負契約の契約金額の変更について 

 

令和 7 年 7 月 8 日議決を経た、浜田市ケーブルテレビＨＦＣ設備撤去等工

事請負契約の契約金額の変更を、地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、

次のとおり決定する。 

 

令和 8 年 3 月 4 日 専決 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

   工事請負契約の契約金額の変更の決定 

 

浜田市ケーブルテレビＨＦＣ設備撤去等工事請負契約の契約金額を

1,544,400 円減額し、308,655,600 円とする。 



 

報告第 6 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、議会の議決を経て締結した工事

請負契約の契約金額の変更について専決処分したので、同条第 2 項の規定に

より報告する。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 



 

   工事請負契約の契約金額の変更について 

 

令和 7 年 7 月 8 日議決を経た、美又温泉外湯建設工事に伴う建築主体工事

請負契約の契約金額の変更を、地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次

のとおり決定する。 

 

令和 8 年 3 月 13 日 専決 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

   工事請負契約の契約金額の変更の決定 

 

 美又温泉外湯建設工事に伴う建築主体工事請負契約の契約金額を

3,077,800 円増額し、466,397,800 円とする。 



 

報告第 7 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、議会の議決を経て締結した工事

請負契約の契約金額の変更について専決処分したので、同条第 2 項の規定に

より報告する。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 



 

   工事請負契約の契約金額の変更について 

 

令和 7 年 7 月 8 日議決を経た、美又温泉外湯建設工事に伴う機械設備工事

請負契約の契約金額の変更を、地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次

のとおり決定する。 

 

令和 8 年 3 月 23 日 専決 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

   工事請負契約の契約金額の変更の決定 

 

 美又温泉外湯建設工事に伴う機械設備工事請負契約の契約金額を 328,900

円増額し、399,628,900 円とする。 

























































報告第 9 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、損害賠償の額の決定について専

決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀   



損害賠償の額の決定について 

 

損害賠償の額を地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり定め

る。 

 

  令和 8 年 6 月 3 日 専決 

 

               浜田市長 三 浦 大 紀   

 

 

 

損害賠償の額の決定 

 

市道施設に係る事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

1  損害賠償の額    96,336 円 

2  損害賠償の相手方  （省略） 







報告第 11 号 

 

   令和 7 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 令和 7 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法

第 26 条第 3 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀   



地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定による建設改良費等の繰越額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費
金城町小国地区
谷口橋橋梁添架
管改良工事

100,000,000 29,170,000 70,830,000 0 0 70,800,000 30,000 0 0
谷口橋架け替え工事との工程調整によ
り、年度内完了が困難となったため。

〃 〃
周布町地区周布
橋橋梁添架管改
良工事

65,000,000 0 65,000,000 0 0 65,000,000 0 0 0
周布橋架け替え工事との工程調整によ
り、年度内完了が困難となったため。

〃 〃

浜田市公共下水
道市街地整備事
業(二工区）その3
工事に伴う配水管
移転工事

70,700,000 23,490,000 47,210,000 0 14,713,600 32,400,000 96,400 0 0
下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
殿町地区配水管
改良工事

76,000,000 29,830,000 46,170,000 0 0 0 46,170,000 0 0

〃 〃
殿町地区配水管
改良工事
(消火栓)

2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0

〃 〃

浜田処理区下水
道管渠整備工事
(一工区)その3に
伴う配水管移転工
事

8,720,000 2,640,000 6,080,000 0 4,677,750 1,400,000 2,250 0 0
下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

令和7年度　浜田市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
国 庫 補 助 金 工 事 負 担 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

下水道工事およびガス工事との近接工
事であり、工程調整により年度内完了が
困難となったため。



円 円 円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
国 庫 補 助 金 工 事 負 担 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

資本的支出 建設改良費

浜田市公共下水
道市街地整備事
業(一工区)その2
工事に伴う配水管
移転工事

46,000,000 0 46,000,000 0 20,028,800 25,900,000 71,200 0 0

〃 〃

浜田市公共下水
道市街地整備事
業(一工区)その2
工事に伴う配水管
移転工事
(消火栓)

3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0

〃 〃
熱田町地区配水
管新設工事

23,860,000 8,400,000 15,460,000 0 0 0 15,460,000 0 0
国道9号における国直轄工事との調整
を要する工事であり、工程調整により年
度内完了が困難となったため。

〃 〃

(主)浜田八重可部
線(後野工区)防災
安全交付金(改築)
事業に伴う配水管
移転工事その1

7,350,000 2,450,000 4,900,000 0 4,900,000 0 0 0 0
県道改良工事との工程調整により、年
度内完了が困難となったため。

〃 〃
金城町美又地区
配水管改良工事

8,200,000 0 8,200,000 0 0 8,200,000 0 0 0
美又地区再開発事業に関連する工事
であり、工程調整により年度内完了が困
難となったため。

〃 〃

治和川左支渓防
災安全交付金(総
流防砂防)事業に
伴う配水管移転工
事

9,550,000 0 9,550,000 0 7,550,000 2,000,000 0 0 0
県発注の砂防ダム工事に伴う支障移転
工事であり、本体工事との工程調整によ
り年度内完了が困難となったため。

〃 〃

治和川左支渓防
災安全交付金(総
流防砂防)事業に
伴う配水管移転工
事
(消火栓)

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0
県発注の砂防ダム工事に伴う支障移転
工事であり、本体工事との工程調整によ
り年度内完了が困難となったため。

下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内

完了が困難となったため。



円 円 円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
国 庫 補 助 金 工 事 負 担 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

資本的支出 建設改良費
重要施設配水管
耐震事業16工区

71,598,000 0 71,598,000 17,200,000 0 54,300,000 98,000 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

〃 〃
重要施設配水管
耐震事業16工区
(消火栓)

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

〃 〃
重要施設配水管
耐震事業17工区

100,000,000 0 100,000,000 33,333,000 0 66,600,000 67,000 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

〃 〃
重要施設配水管
耐震事業17工区
(消火栓)

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

〃 〃
水道管路緊急改
善事業15工区

128,000,000 0 128,000,000 19,500,000 0 108,500,000 0 0 0

〃 〃
水道管路緊急改
善事業15工区
(消火栓)

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0

〃 〃
相生町地区配水
管新設工事

8,360,000 0 8,360,000 0 0 0 8,360,000 0 0
関係者協議に時間を要し、年度内完了
が困難となったため。

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。



円 円 円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
国 庫 補 助 金 工 事 負 担 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

資本的支出 建設改良費
美川浄水場機械
棟屋上防水改修
工事

8,745,000 3,400,000 5,345,000 0 0 0 5,345,000 0 0
美川浄水場内機械棟で雨漏りが発生し
たが、判明した時期が年度末に近く年
度内完了が困難となったため。

〃 〃

浜田市上水道施
設更新計画策定
に伴う基礎調査業
務

9,350,000 0 9,350,000 0 0 9,300,000 50,000 0 0
資産の現状把握、将来の見通しの把握
に期間を要し、年度内完了が困難と
なったため。

〃 〃
重要施設配水管
耐震事業設計業
務その6

20,000,000 0 20,000,000 6,666,000 0 13,300,000 34,000 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本業務の繰越のため。

〃 〃
上水道施設更新
計画策定業務

16,819,000 0 16,819,000 4,372,000 0 12,400,000 47,000 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本業務の繰越のため。

水道事業費用 営業費用
周布町地区周布
橋橋梁添架管改
良工事

1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 0
周布橋架け替え工事との工程調整によ
り、年度内完了が困難となったため。

〃 〃

浜田市公共下水
道市街地整備事
業(二工区）その3
工事に伴う配水管
移転工事

6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 0
下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
殿町地区配水管
改良工事

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 0
下水道工事およびガス工事との近接工
事であり、工程調整により年度内完了が
困難となったため。



円 円 円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
国 庫 補 助 金 工 事 負 担 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

水道事業費用 営業費用

浜田処理区下水
道管渠整備工事
(一工区)その3に
伴う配水管移転工
事

1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 0
下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
熱田町地区配水
管新設工事

1,350,000 0 1,350,000 0 0 0 1,350,000 0 0
国道9号における国直轄工事との調整
を要する工事であり、工程調整により年
度内完了が困難となったため。

〃 〃

治和川左支渓防
災安全交付金(総
流防砂防)事業に
伴う配水管移転工
事

1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 0
県発注の砂防ダム工事に伴う支障移転
工事であり、本体工事との工程調整によ
り年度内完了が困難となったため。

〃 〃
水道管路緊急改
善事業15工区

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0

令和8年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R7国補正予算分）
であり、交付内示が令和7年12月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

〃 〃
金城町小国地区
谷口橋橋梁添架
管改良工事

900,000 0 900,000 0 0 0 900,000 0 0
谷口橋架け替え工事との工程調整によ
り、年度内完了が困難となったため。

〃 〃
金城町美又地区
配水管改良工事

1,400,000 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0
美又地区再開発事業に関連する工事
であり、工程調整により年度内完了が困
難となったため。

下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。
004,000,00004,000,00008,000,00008,000,000

浜田市公共下水
道市街地整備事
業(一工区)その2
工事に伴う配水管
移転工事

〃〃



円 円 円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
国 庫 補 助 金 工 事 負 担 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

712,522,000 81,071,000 66,070,150 470,100,000 95,280,850 0 0計









  

報告第 13 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 2 条第 1 項の規定により私法上

の原因に基づいて発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、

次のとおり報告する。 

 

令和 8 年 6 月 18 日提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

会計名   一般会計 

⑴ 件数     1 件 

⑵ 金額     37,750 円 

⑶ 債権放棄の日 令和 8 年 3 月 31 日 

⑷ 内訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件数 金額 

土地建物貸付収入 第 2条第 1項第 2号 1 件 37,750 円 

 

 

 

 

 

 



  

報告第 14 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 3 条の規定により準用する第 2

条第 1 項の規定により水道事業の管理者が管理する私法上の原因に基づいて

発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、次のとおり報告す

る。 

 

令和 8 年 6 月 18 日提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

会計名   水道事業会計 

⑴ 件数     83 件 

⑵ 金額     1,232,802 円 

⑶ 債権放棄の日 令和 8 年 3 月 31 日 

⑷ 内訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

水道料金 第 2条第 1項第 1号  7 件 648,188 円 

水道料金 第 2条第 1項第 2号  64 件 558,205 円 

水道料金 第 2条第 1項第 5号  12 件 26,409 円 

 

 

 


